
●森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手が活用することを目的に、平成31年4月から林地台帳の
運用が開始されている。また、この台帳は経営管理が行われていない森林所有者に対して、市町村に経営
管理の委託の意向を確認する調査にも活用される予定であった。

●しかし、登記簿上の所有者と現在の所有者が異なるなど、林地台帳の精度が低く活用の幅が限られてし
まうことや、現在の所有者の再探索にかかる事務負担など多くの懸念があった。

●平成24年4月以降に森林所有者となった者の税情報は、市町村林務部局への届出義務があるため秘密に
あたらず、税務部局が作成する固定資産課税台帳の情報を内部利用できるとされてきた。

●しかし、内部利用できるのが平成24年4月以降に新たに森林所有者となった者のみに限定されており、そ
れより前に森林所有者となった者は固定資産課税台帳の情報を内部利用できず、伐採及び伐採後の造
林届出書等の受理が遅延したり、受理自体ができない事態が発生していた。

●そこで、平成24年4月よりも前に森林所有者となった者についても、固定資産課税台帳の情報を内部利
用できるようにすることを提案。

●制度改正により、課税部局から固定資産課税台
帳に記載された森林所有者情報の提供を受ける
ことが可能となり、登記簿と異なる固定資産課
税台帳上の所有者情報約8,000件の提供を受
け、林地台帳の精度が大きく向上した。

●これにより、森林経営管理法に基づく森林所有
者の意向調査等を円滑に行うことが可能とな
り、森林の集約化や地域材を利用する産業の活
性化等の、今後の森林経営管理に大きな効果が
期待される。

固定資産課税台帳の情報が活用できるように
なったことで森林の適切な管理・経営が可能に
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　市町村が実施する森林の土地の所有者等を把握するための調査により得られた情報を林地台帳へ反映する
ものとされた。これを受け、平成23年度以前に森林所有者となった者に関する固定資産税情報についても市町
村内部での利用が可能となり、市町村における森林法・森林経営管理法に基づく業務の円滑な実施が可能に。
（法律　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令和２年法律第41号）による森林法の改正）
（通知　固定資産税台帳に記載されている森林所有者に関する情報の利用について（令和２年６月15日　２林整計第212号）等）

詳しくは提案募集方式データベース「1年」、管理番号「49、64」で検索!

0808 森林所有者の氏名その他の固定資産税情報の
内部利用を可能とすることにより、森林法及び森
林経営管理法に基づく業務の円滑な実施に寄与

森林所有者の氏名その他の固定資産税情報の
内部利用を可能とすることにより、森林法及び森
林経営管理法に基づく業務の円滑な実施に寄与
～森林所有者に関する固定資産税情報の市町村内部利用を可能とする見直し～

事例

取組の概要

取組の成果

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

関係者の声今まで分からなかった森林所有者情報を
特定できるようになりました！

　この制度改正によって、森林所有者を正確に把握することが可能となり、森林所有者の情報などを整備する林地
台帳の精度が大きく向上しました。
　森林所有者の情報を正確に把握できたことにより、これまで不動産登記簿を閲覧して行っていた森林所有者の探
索作業が不要となり、市町村職員の作業時間の大幅な短縮につながりました。
　また、林業事業体が森林整備を進めるために所有者を特定する作業にも林地台帳が活用されていることから、林
地台帳の精度向上は市町村職員の業務効率化だけでなく、林業事業体の負担軽減にもつながるものとなりました。

福井市　農林水産部
林業水産課
副主幹　反保 秀一氏
副主幹　小林 靖和氏
副主幹　漆嵜 摩子望氏
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登記簿と異なる固定資産課税台帳上の所有者情報の提供数

12,441件

20,636件

 提
案

地域の声

地域の
課題

林地台帳の
精度が低い

○登記簿からは所有者が特定できない森林が
多く存在
○市町村が作成する林地台帳には、届出義務が
課された平成24年度より前からの森林所有者
情報など、必ずしも正確な情報が記載されてい
ない

制度上の
支障

業務の円滑な
実施に支障

森林所有者の正確な情報が把握できないこと
によって、市町村において、
・森林法上の各種届出（伐採届等）の処理
・森林経営管理制度の運用
などの業務の円滑な実施に支障が生じている

解決策
固定資産税情報の
内部利用が可能に

○森林の土地の所有者等を把握するための調
査により得られた情報を林地台帳へ反映
○また、固定資産税情報の内部での利用を可
能に

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

市町村における森林法・森林経営管理
法に基づく業務の円滑な実施が可能に

森林所有者の正確な情報の把握が可能になりました！

森林の適切な
経営管理に寄与事務の

円滑化

森林所有者への意向調査などが
進まない…

森林所有者の氏名その
他の固定資産税情報の
林地台帳への反映が可
能になりました！

国国

地方地方事務担当者事務担当者

30 31



●市町村の選挙管理委員会は、選挙における投票が公正に行われることを目的として、各投票所ごとに投票
管理者及び投票立会人を選任する必要がある。

●これらの選任要件が当該選挙の選挙権を有する者等に限定されており、選挙の都度、人員確保に苦慮し
ている実態があった。

●このような課題をかかえる複数の地方公共団体から、選任要件の緩和の提案（選挙権を有する者への要
件拡大）がなされ、令和元年5月に公職選挙法が改正された。

●選任要件が緩和されたことにより、より多くの人材から適任者を効率的に確保できるようになり、円滑な
投票所の設置及び運営が可能となるとともに、市町村の選挙管理委員会の選挙準備に係る事務負担も軽
減された。

円滑な投票所の設置及び運営が可能となるととも
に、市町村の選挙管理委員会の事務負担も軽減！
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　投票管理者及び投票立会人の選任要件が緩和されたことにより、効率的
な投票管理者等の確保が可能となり、円滑な選挙管理事務の執行に寄与

詳しくは提案募集方式データベース「30年」、管理番号「11、12、178、179」で検索!

0909 選挙における投票管理者及び投票
立会人の選任要件の緩和により、
円滑な選挙管理事務の執行に寄与

選挙における投票管理者及び投票
立会人の選任要件の緩和により、
円滑な選挙管理事務の執行に寄与

～投票管理者及び投票立会人の選任要件の緩和～

事例

取組の概要

取組の成果

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

関係者の声市町村の選挙管理委員会からは事務負担が
軽減されたとの声を多くいただいています

　投票所の最高責任者である投票管理者は、投票事務や選挙制度に関する十分な知識が必要であり、各市
町村では、選挙事務に係る経験やノウハウが豊富な自治体職員を選任することが多い状況でしたが、現行法
では、地方選挙において、近隣市町村に居住する職員を選任できないことから、選挙区内に居住する職員等
の減少等によりその選任が困難となっていました。
　また、過疎化等により有権者の少ない投票区においては、高齢化
等により投票立会人に選任可能な人材が著しく減少し、選挙執行
自体に影響を与えかねない状況でした。
　多くの県内市町村において、大きな負担となっているという声を
受け、早期の提案実現（法律改正）を求めました。
　制度改正後は、より多くの人材から適任者を効率的に選任する
ことができるようになり、市町村の選挙管理委員会の選任に係る事
務負担も軽減され、制度改正の効果があったとの声を多くいただ
いています。
　また、投票管理者、投票立会人の選任が困難なことを理由とした
投票所の廃止がなくなりました。

兵庫県選挙管理委員会
事務局書記
藤田 寛之 氏

令和3年10月神戸市長選挙及び
衆議院議員総選挙における投票風景

投票管理者
同職務代理者

選挙人の確認、投票用紙の交付、投票箱の開票
管理者への送致等の投票に関する事務を行う

投票手続きや投票箱送致の立ち合いなど、投票事務
の執行に立ち合い、投票が公正に行われるよう監視

当該選挙の選挙権を
有する者 選挙権を

有する者各投票区における選挙
人名簿に登録された者投票立会人

各１人

各投票所
必要人数 職務の内容 選任要件

法改正前 法改正後

２人以上
５人以下
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（法律　国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律（令和元
年法律第１号））

 提
案

地域の声

地域の
課題

投票管理者等の
人員確保に苦慮！

○選挙のたびに、投票管理者及び投票立会人
を確保するのが大変
○投票管理者の適任者が近隣市町村に居住し
ていて選任できない
○投票区外に居住の人を選任できないため、
過疎地域等の投票立会人の確保が難しい

制度上の
支障

選任要件が
限定的！

選任要件が、当該選挙の選挙権を有する者等
に限定されている
→特定の人への選任の固定化及び選任に係る
事務負担が大きい

選挙のたびに重い負担が…

どうしても当該選挙の選挙権は必要なの？

解決策
選任要件を
拡大！

選任要件を緩和し、選挙権を
有する者へ要件を拡大

選任要件を緩和します！

国国

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

効率的な投票管理者等の確保
ができるようになり、円滑な
投票所の設置及び運営が可能

選任に関する事務負担が軽減されました！

円滑な
選挙執行に
寄与！

事務の
円滑化

投票管理者
同職務代理者

各投票所
必要人数

各１人

２人以上
５人以下

選任要件

当該選挙の選挙権
を有する者

各投票区における
選挙人名簿に登録された者投票立会人

投票管理者
同職務代理者

各投票所
必要人数

各１人

２人以上
５人以下

選任要件

選挙権を有する者
投票立会人

地方地方選挙管理委員会選挙管理委員会
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●川口市では、投票管理者及び職務代理者については、その職務の特性上、豊富な投票事務の経験を要す
ることから、投票事務に従事した経験のある者の中から選任している。そのため、将来的には投票管理者
及び職務代理者に選任することができるよう、投票事務従事者全員について、資格要件を満たすことを
求めていた。

●投票立会人は380名の人員確保が必要で、投票区ごとに町会・自治会に推薦いただいており、町会・自治
会にとっても選任事務は負担となっていた。

大都市圏の投票所の数が多い地域においても、
選挙管理事務の負担が大幅に軽減！

●播磨町では、投票管理者には選挙事務に精通した町職員を選任していたが、近年、町外に居住する職員が
増加したことなどにより、選任に苦慮していた。

●投票立会人については、各投票区の選挙人名簿の登録者に広く公募していたが、一部の投票区で応募が
集中するため選任できない方が発生する一方で、応募が少なく定員に満たない投票区もあり、このような
投票区には改めて自治会に推薦をお願いするなど大きな事務負担となっていた。

●これらの事務負担を何とかできないかと平成29年度に兵庫県町村会及び兵庫県へ相談したことをきっ
かけに、制度改正の提案を行った。

長年の課題であった投票管理者等の選任要件の緩和を提案
兵庫県知事選挙、衆議院議員総選挙等において法改正効果を実感！

関係者の声選任事務が軽減され、他の選挙準備に
時間を割くことができるようになりました！

　制度改正後初めての選挙となった令和元年７月参議院議員通常選挙では、早速、３人の投票立会人が
制度改正の恩恵を受け、全ての投票立会人が公募により確保できました（その後も全ての選挙で公募に
より確保できています。）。
　制度改正直前に執行された町議会議員選挙（平成３１年４月）では、投票立会人が定員に満たなかった
投票区が全１３投票区中で５投票区もあったことからすると、選挙管理委員会事務局及び推薦をお願いして
いた自治会の負担も減り、選任事務も約１か月短縮されました。特に令和３年１０月衆議院議員総選挙では、
非常に短い選挙準備期間でしたが、選任事務が軽減されたことにより、他の選挙準備に時間を割くことが
できました。
　令和４年度は、制度改正後初めての町政選挙（町長選挙）が予定されていますが、投票立会人の選任
とともに長年の課題となっていた投票管理者の選任についても、円滑に行うことができる見通しが立ち、
これらの提案を行いとてもよかったと感じています。
　今回の取組を通じて、地方分権改革・提案募集方式は、現場の声を制度に反映させることができる仕
組みであると実感しました。特に兵庫県選挙管理委員会様をはじめ、多くの選挙管理委員会様のご賛同も
いただけたことが良かったのではないかと思います。

播磨町選挙管理
委員会　事務局
書記次長　安立 圭一 氏

関係者の声令和3年10月衆議院選挙において、
投票管理者等190名中32名を市外居住者から選任しました！

　川口市は投票所の数も多く、選挙のたびに、投票管理者及び投票立会人を確保することは大きな負担
となっていたため、選任要件の緩和は非常にありがたかったです。
　選任要件の緩和により、市外へ転出した職員でも引き続き投票事務に従事できるようになり、投票所運
営の継続性に貢献しました。
　川口市では、法律改正後、令和元年７月参議院議員通常選挙等の４回の選挙を行っております。令和３
年１０月衆議院議員総選挙においては、投票管理者等 190名中 32名を市外居住者から選任しました。
　また、投票立会人を町会・自治会から推薦していただく際に、投票区を気にしなくてよくなり、町会・
自治会長の負担が軽減しました。
　令和４年２月には、川口市長選挙が予定されており、選任要件の緩和の効果は非常に大きいと感じてい
ます。

川口市選挙管理
委員会 事務局
選挙係長 木村 誠 氏

川口市における投票管理人等の必要人数

投票管理者
同職務代理人

投票立会人

190名
（2名×95投票所）

380名
（2名体制×2交代×

95投票所）

主提案団体の播磨町選挙管理委員会の皆さま 川口市内の投票所における投票風景

＜R1.5 以降の選挙実績＞
R1.7 参議院議員通常選挙
R3.7 兵庫県知事選挙
R3.10 衆議院議員総選挙
R4.６ 播磨町長選挙（予定）

＜R1.5 以降の選挙実績＞
R1.7 参議院議員通常選挙
R1.8 埼玉県知事選
R1.10 参議院議員補欠選挙
R3.10 衆議院議員総選挙
R4.２ 川口市長選挙
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川口市（埼玉県）播磨町（兵庫県）
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●公害審査委員候補者の委嘱期間は、毎年と定められているが、実際には、１年を超えて再任される候補者
が多く、13名中12名の候補者が再任されている状況（提案団体（山梨県）の令和元年の委嘱状況）だっ
た。

●一方で、職員の人手不足で他業務に圧迫されるなか、短期的に改選手続きが発生し事務負担となっていた
ことから、地方の実情に応じた公害紛争処理制度の運用が可能となるよう提案を行った。

●その結果、公害紛争処理法の改正を含む第10次地方分権一括法が提出され、令和2年6月３日に成立。一
部改正された公害紛争処理法が、令和2年6月10日に施行された。

●提案の実現を受け、都道府県の事務負担が軽減され、事務処理の効率化、地域の実情にあった形での裁
量の拡大につながった。

地域の実情に応じた、
公害紛争処理制度の運用を可能に
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　公害審査委員候補者の委嘱期間について、１年を超え３年以下の期間
で都道府県が条例で定めることを可能とすることにより、都道府県の事務
負担の軽減を実現
（法律　地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（令

和2年法律第41号）による公害紛争処理法の一部改正）

詳しくは提案募集方式データベース「１年」、管理番号「55」で検索!

1010 公害審査委員候補者の
委嘱期間の条例委任により、
事務負担を軽減

公害審査委員候補者の
委嘱期間の条例委任により、
事務負担を軽減
～公害審査委員候補者の委嘱期間を都道府県が条例で定めることを可能に～

事例

取組の概要

取組の成果

地方に対する規制緩和
二次元コードからもアクセスできます

関係者の声事務の効率化、職員の負担軽減に繋がり、
他の業務に費やせる時間が確保できました！

　公害紛争処理法の一部改正を受け、山梨県知事より、令和2年10月16日付で公害審査委員候補者の委
嘱期間を３年とする条例が公布されました。
　令和３年３月に、条例公布後の初の公害審査委員候補者の委嘱を行いましたが、各委員候補とも、３年間
の任期でご承諾いただきましたので、今後、同業務にかけていた年間４２時間の業務が3年間簡素化され、職
員の負担軽減に繋がる見込みです。

山梨県環境・
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主任
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向
上

山梨県

業務に取組む本田主任山梨県議会議事堂

 提
案

地域の声

地域の
課題

委嘱事務を行う
職員の負担が大きい

都道府県は、都道府県公害審査会を置くことが
できるとされ、審査会を置かない場合は、毎年、
公害審査委員候補者を委嘱し、候補者名簿を作
成しなければならないとされていた

制度上の
支障

毎年、候補者を
委嘱することが負担に

○都道府県は、公害紛争の処理（調停等）のた
め、公害審査会を設置又は公害審査委員候
補者名簿を作成し備える

○都道府県知事は、公害審査委員候補者を毎
年委嘱し、事件ごとに調停委員等に指名する

○公害審査委員候補者は、毎年、委嘱すること
とされており、短期的に改選手続きが発生し
事務負担がかかっている

事務担当者事務担当者

解決策
条例で定めることが

可能に

各都道府県の実情に応じて、公害紛争処理制度
を効率的・効果的に運用できるよう、都道府県
が公害審査委員候補者の委嘱期間を１年を超え
３年以下の期間で条例で定めることが可能とな
るように見直し
都道府県の判断で、条例で委嘱期間（１年を超
え３年以下）を定めることが可能になります

国国

な
ん
と
か

な
ら
な
い
の
？

公害審査委員候補者の委嘱
期間を、都道府県の実情に応
じて、柔軟に設定ができる

地域の実情に応じた柔軟な委嘱期間の設定が
可能となったことで、都道府県の事務負担の
軽減につながりました

事務の効率化と
負担軽減へ

行政事務の
効率化

※提案団体（山梨県）における候補者の委嘱状況

公害審査委員候補者は更新される場合が多い現状…
候補者の委嘱は、毎年でなければならないのでしょうか？

更新

新規

11人

2人

12人

1人

11人

2人

12人

平成28年 平成 29年 平成 30年 令和元年

1人 公害審査委員候補者

公害審査会委員

毎年の委嘱が必要

３年の任期
又は

公害審査委員候補者

公害審査会委員

毎年又は
１年を超え３年以下の

期間で委嘱

３年の任期
又は

地方地方
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